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             小坂 知義  

             丸山 翔大  

 

 

４ 傍聴者の数 １６人  

 

 

 



５ 会議次第  

 

 （１） 開会  

 （２） 議事  

   ・目指すべき県土構造の検討（広域圏域都市構造）  

   ・産業拠点候補地  

   ・主要な都市計画の決定の方針および今後の都市計画の進め方  

   ・山梨県都市計画マスタープランの全体構成  

 （３） その他  

 （４） 閉会  

 

６ 議事の概要  

 

 別紙会議録による。  
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    山梨県都市計画審議会 第６回マスタープラン委員会 会議録  

 

司会    開始時間よりも早いですが、清水委員からは、少し遅れるとの連

絡をいただいておりますので、始めさせていただきます。  

      ただ今より、山梨県都市計画審議会、第６回マスタープラン委員

会を開催させていただきます。年の瀬の何かとお忙しい中、マスタ

ープラン委員会にご出席していただきまして、誠にありがとうござ

います。  

      私は、本日の司会進行を務めさせていただきます、県土整備部都

市計画課の清水でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

着席させていただきます。  

      初めに、議事に入る前に、ご報告をさせていただきます。荻野委

員、刑部委員及び中井委員におかれましては、本日都合により、出

席できないとの連絡をいただいております。ご了解をお願いいたし

ます。  

      それでは早速、議事に入りたいと存じます。  

      山梨県都市計画審議会委員会設置要綱で、会議は委員長が議長と

なると定められております。議事の進行につきましては、佐々木委

員長にお願いしたいと存じます。佐々木委員長、よろしくお願いい

たします。  

 

委員長   そうしましたら早速ですが、議事の進行を務めさせていただきた

いと思います。  

      本日は、第６回のマスタープラン委員会ということで、議事につ

いては、お手元の次第に記されています。この順序に従って議論し

ていきたいと思います。  

      また今日の会議、大体４時までということを聞いております。多

少早く始まりましたので、おおむね４時までということで、進行さ

せていただきたいと思います。  

      議事につきましては、まず事務局から、本日の資料について、ま

とめて説明をいただき、終わりましたら、皆様から意見をいただき

ます。最終的に皆様から、個別にまた意見を伺いたいと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。  

      そうしましたら、早速ですが、議事の資料の説明を、事務局から

お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。  

 

事務局   ～資料説明～  

 

委員長   ありがとうございました。ただ今、資料２点を説明してもらいま

した。これまで議論してきた内容と、幾つかは今日初めてというよ

うなものでした。まず簡単に質問等ありましたら受けます。特に質

問がなければ、質問も含めて、意見等をいただければと思います。
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どなたからでも結構なので、説明いただいた内容について、質問や

意見ありましたら、お願いしたいと思います。  

 

Ａ委員   全体的に非常に整理されて、わかりやすくなってきたと思います。

ここを修正してください、という大きな意見はありませんが、少し

用語の統一など、これは質問になるのかもしれませんが、少し細か

い点について、確認させてもらえればと思います。  

      まず一つは、産業立地の拠点、候補一覧表の参考資料１の一覧表

の中で、分析結果のオレンジで残っているところ、例えば、ナンバ

ーの 55番、笛吹市境川地区があります。これは新規なのか、拡大な

のかという分類があり、「拡大」となっていますが、横を見ていくと、

拡大分は「ゼロ」となっている。他にも拡大と書いておきながら、

拡大分がゼロなのは 55番、 76番、 81番、 83番、 84番にあります。こ

れは既存工業団地の中で拡大するという趣旨なのか、書かれている

拡大という言葉と、それから拡大分、実際はゼロというところの対

応関係が少し分からなかった。  

      あと、産業立地拠点候補の関連で、用語の統一についてです。資

料２産業拠点候補地の例えば４ページで、産業拠点候補地の分析・

抽出という大きなタイトルの中で、産業拠点の考え方がありますが、

「産業拠点」という言葉と「産業拠点候補地」という言葉、あとは、

５ページのところの「分析対象地区」という言葉と、３つぐらい言

葉が出てくる。例えば、先ほど参考資料１は、恐らく「分析対象地

区一覧表」と言ったほうが良いかなとか。  

      結局、出てくる言葉としては、「産業拠点候補地」が最終的に出

てきますが、「産業拠点」という言い方がごく一部出てくるので、そ

の言葉を残しておくのかなど、そういうことも含めて、すぐに答え

なくても結構なので、最終バージョンで整理してもらえたらいいの

ではないかと思います。  

 

委員長   ありがとうございます。幾つか、用語を含めて質問と意見があり

ましたが、いかがでしょう。  

 

事務局   Ａ先生、ありがとうございます。  

      まず参考資料１のところですが、88番の富士河口湖町の勝山から

上が、新たな場所となります。地区名のすぐ隣に現状ということで、

新規、それから拡大という表示があり、「拡大」というのは、既に工

業団地があり、そこを広げることを意味します。重点促進区域とい

うのがこの実現性の欄にありますが、ここに○がついているところ

については、新規・拡大も含めて、企業立地・支援課に、既に面積

を提示しているため、数値が入っている形になります。ここの○が

なくて、具体的な取り組みをしている、先ほどの 55番の笛吹市境川

地区各農工団地周辺については、既に農政サイド等と打合せをはじ

めているところとなります。しかし、拡大分の面積がまだ決まって
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いないというところもあり、ゼロという数字が入っています。ここ

については、今回、概ねの面積でも良いので入れておいたほうが良

かったのかなと考えています。拡大する場所が「０」表示となって

いるのは、このためです。なお、重点促進区域については、それぞ

れ拡大分が数値として入っております。  

     「産業拠点候補地」と「産業拠点」という言葉の使い方については、

今後整理したいと思いますが、やはり、先生に言われたように、市

町村の取り組みもあるので、「産業拠点候補地」とするのが良いと考

えます。  

 

委員長   その他、よろしいでしょうか。  

 

Ｂ委員   質問ですが、資料２の３ページです。  

      産業拠点候補地の分析抽出で、青い四角の中の２つ目の項目の２

行目に、「また、中央自動車道や中部横断自動車道等、本県を取り巻

く高速交通体系の充実を活かし、物資の誘導の円滑・効率化を図る

物流施設の誘致を進めていく」とあり、その下の項目で、「このた

め」と受けていますが、１行目の終わりから、「本県の基幹産業であ

る製造業や、高速交通体系の交通を生かした流通業を集積してい

く。」とあります。上で「物流施設の誘致」とあって、下は「流通業

を集積していく」とあり、この記述で合っているのかお尋ねします。

これが１点目です。  

      それから、資料３の１２ページです。交通施設の方針の改定内容

のところで、緑の四角の中の２つ目です。リニア駅を中心とした観

光交流ネットワークの形成ということでお尋ねします。リニア駅と

甲府駅を結ぶ相互アクセスの強化については、明示的に触れられて

いない気がしますが、他で述べられていれば教えていただきたい。

と言いますのは、都市構造図の中に、甲府の広域拠点とリニアの広

域・交流拠点が青い矢印で結ばれておりまして、これを意図する記

述があったほうがいい気がします。現在の記述だと、リニア駅と甲

府駅を中心に、県内の拠点や観光地を結ぶという趣旨だと思うので、

リニア駅と甲府駅の相互アクセスを強めるというところは、読み取

れないような気がします。ここは記述が必要だと思いますが、いか

がでしょうか。以上、２点です。  

 

委員長   ２点ほどご質問、ご意見いただきましたがいかがでしょうか。  

 

事務局   まず、物流施設、流通業という言葉の羅列ですが、物流拠点のよ

うなイメージを考えています。再度、用語の整理をして、イメージ

が伝わるような表現にしたいと考えています。  

      資料３のリニア駅を中心とした観光交流ネットワークの形成です

が、当然リニア駅と甲府駅というのを結ぶ取り組みもあります。今

回、リニア活用基本構想、それからリニア環境未来都市整備方針等
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の取組みから、リニア駅と甲府駅を中心とした表現としましたが、

確かにこれだと、先ほどの構造図を説明するような内容として、不

足しているかもしれませんので、再検討していきたいと考えます。  

 

委員長   よろしいでしょうか。  

      関連して、私も１点質問があります。先ほど、産業拠点候補地の

物流施設の誘致と、流通業の集積、これは県の計画に記載があると

いうことですか。  

 

事務局   皆さんお手元の参考資料３をご覧ください。先ほど説明を省いて

しまいましたが、「やまなし未来ものづくり推進計画」では、地域経

済を牽引する事業として、①から⑩まで記載があります。特に①か

ら④が、本県において力を入れている分野であり、そのほとんどが

製造業関係となります。  

      物流については、本日資料がございませんが、これとまた違った

形で山梨県物流施設誘致連絡会議等の取組みを行うこととしており、

これはダイナミックやまなし総合計画に位置付けられております。  

 

委員長   ありがとうございます。  

      その他、いかがでしょうか。  

 

Ｃ委員   産業拠点の10ページです。最終的には、５つの指標すべてに該当

する地区というので０、１に分けているが、それはどうだろうかと

いう感じがある。例えばランク分けにして、可能性があるようなと

ころも準拠点みたいな考え方はどうですか。  

 

委員長   産業拠点について、ご質問ですがどうでしょうか。  

 

事務局   先ほどの分析資料の参考資料１を見てもらっても、特に分析に差

が出るのは、「拠点性」という大きさのところとなります。分析では、

運用指針などで一段の土地利用として書かれている 20ヘクタールと

いう数字を使いました。しかし、中には、例えば、 63番の上野原イ

ンター周辺の 19.8ヘクタール、 72番の市川三郷町、大塚工業団地の

19.9ヘクタール。こういったところもありますので、その辺は、お

おむね20とするのか。また、「アクセス性」では、例えば、新たな重

点促進区域になっている８番、９番の富士吉田市の地区は、インタ

ーから近いけれども、周辺に幹線道路がないため分析結果で○がつ

かない。こういった場所は公共交通との連携を強めていくような方

針があれば、分析結果でも○にすることも、考えられる。Ｃ先生が

言われたように、こうした弱いところを補強し、拠点を形成してい

くという考え方はあると思うので、検討したいと思う。  

 

委員長   よろしいでしょうか。その他はいかがでしょうか。  
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Ｄ委員   Ｃ先生がご指摘された 19.8ヘクタールは気になっていました。ま

だ変わる可能性があるということなら、優先順位や、ランクづけの

ような形で示せるといいですね。それから拠点の選定の時にもあっ

たと思いますが、もう少し柔軟性をもった形でやりとりができるよ

うな表示ができるといいと思いました。  

      前回の産業拠点のところで少し話をしましたが、先ほどの 19.8ヘ

クタールと、その上の 62番、 63番ですが、右の参考指標で、今ある

企業数というのは結構多いですよね。 27とか 43もある。今回、分析

結果で○がついていませんが、企業数が多いとこれがどうしていく

のかが少し気になります。新規で拠点をつくって、そっちに趨勢が

いってしまうと、今あるところが逆に衰退してしまうといった危険

性がないでしょうか。この状況で○を出してしまうことに、怖さが

あるような気がしました。ご検討いただければと思います。  

      それからもう一つ。この拠点を決めるときに、基準値の以上、以

下とか、それから重点促進区域に入っているかどうか、これは大変

重要な点かとは思いますが、こういうように判断したフローがどこ

かにありましたよね。  

 

事務局   ７ページです。  

 

Ｄ委員   今回、農地や森林が災害防止の機能を有しているという話を書い

てもらい、大変良かったと思っております。同じようなことで、例

えば、農地転用によって何十ヘクタールも産業用地が新規でつくら

れてしまうことが心配です。農地を転用しても大丈夫なのかという

のを検討してもらえるような注意書きがあるといいと思いました。

この７ページのフローに、他の土地利用との関係や整合性をとると

いう記述がなかったのでご検討いただければと思います。  

  あと１番の資料は、農地から森林に関して、かなり突っ込んだ記

述を入れていただき、とてもうれしく思います。特に９ページで森林

に戻してくるところを準備したいと入れていただいたのは、かなり踏

み込んだ記述ではないかと思います。  

      一方で、８ページの土地利用断面図の森林共生地域と農林共生地

域ですが、前の案だと別の枠、別の色で記載してありました。今回、

オーバーラップさせて、ゾーンを被せるというやり方は非常にうま

いというか、両方の観点で考えなければいけないし、さらに農地が

減っていくというところに対しても柔軟にカバーしています。そう

いう意味では、「被せている」ということには非常に強い意味がある

と思います。もし、被せているのであれば、市街地と農業共生地域

も被せるというわけにはいかないですか。検討いただければと思い

ます。市街地の中でも立地適正化計画で流動していく部分というの

があり、それ以外のところは、やはり土地利用としては戻すことは

ないと思いますが、農業との共生というのをより深く考える局面が
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増えてくると思います。完全に市街地というゾーンと、農業共生地

域というゾーンが分断されるわけではなく、そこが被っているみた

いにできると、非常にいいのではないかと思いましたので、これは

またご検討いただければと思います。  

      それから最後、３番の資料の13ページです。下水道・河川・その

他の都市施設、これは現行マスタープランの内容を踏襲するという

お話でした。以前の委員会の資料に、下水道を維持管理するコスト

の話があったと思います。その話を加筆して、これからコストをど

のように負担していくのかを考え、計画に反映させる必要があると

いうことを書いていただけるといいと思いました。この点もご検討

いただければと思います。  

      それから、もう一つ。18ページの広域連携と調整による土地利用

コントロール、これも大変大事な点だと思います。立地適正化計画

での広域調整というのは、どこら辺を想定していますか。線引きと

非線引きが隣接しているところでの問題、それを広域調整しなけれ

ばいけないというのは、イメージが一般化されていると思います。

あるいは、商圏に関する広域調整みたいな話はありますが、立地適

正化計画にかかわる広域連携というのは、どういうことを念頭に置

いていますか。  

 

委員長   ご意見とご質問いただいた、それぞれの点につきまして、ご回答

お願いいたします。  

 

事務局   色々とご意見等いただきまして、ありがとうございます。  

      まず、最後の立地適正化計画の関係ですが、これは国にも話をし

た内容となりますが、今回、山梨県都市計画マスタープランの中で、

地区拠点という日常生活に密着した都市機能を誘導していく場所を

県が広域的な見地から横並び感をもって分析し、その結果をもとに

市町村との調整を行い、都市構造の中で位置づけを明らかにしたと

ころであります。こういった場所を市町村が都市機能誘導区域とし

て、検討していってもらうことで、立地適正化計画の作成に係る広

域調整を図る事を考えております。  

      それから、同じく資料３で、下水道の話が先生から出ましたが、

私の説明不足で申しわけありません。 13ページの下水道の整備の基

本方針ところに下水道の見直しという項目があります。現行の内容

は、人口減少等の社会情勢の変化から、費用対効果が低下している

こと、また厳しい財政状況により整備に相当な年月がかかることな

どを考慮し、地域住民への説明責任を十分果たす中で、例えば、下

水道事業以外の手法により、公衆衛生の向上など、公共用水域の水

質の保全を図るような、都市計画下水道の変更についても必要に応

じ検討することとしております。ここにこれまでのコストの話等を

書き込んで、素案でまとめていきたいと思います。  
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      それと、資料の１の農地の話です。８ページ、それから６ページ

というところで、以前は、引き出し線を引いて説明書きを加えてい

ましたが、今回、色々と検討した結果、農地と森林の重なりで里山

の状況を表現しました。  

      先生から、農業共生地域と市街地の重なりの話が出ましたが、こ

の市街地というのは、市街化区域と用途地域を対象としております。

市街地を拡大して行く方針は無いため、農業共生地域が市街地に伸

びてくるイメージとなります。用途指定されたところを農業的な土

地利用にしていくということになると、前から先生に言われている

都市として縮退するところをどうするかという課題に行き着く訳で

すが、それも踏まえると、そこに農業共生地域が伸びてくるような

表現をどのように考えていくのか、ぜひ意見を聞かせてもらいたい

と思います。  

      同じように、資料２の産業拠点の７ページのフローです。確かに、

一団の土地利用があるところを産業拠点として表示するので、当然、

都市のインフラ整備の話は当然出てくると思います。しかし一方に

は、先生が言われるような、防災の面からも適切な農地転用、土地

利用の転換が図れるよう、留意点等を整理して書かせてもらえれば

と思いました。  

      あと、産業拠点の一覧表にあります、先ほどのランクづけの話は、

柔軟性を持てるように考えていきたいと思います。  

      先ほどの、農業共生と市街地の重なる部分だけ、先生にご意見い

ただければと思います。  

 

Ｄ委員   市街化区域と用途地域ですよね。そうなると、市街地が農地に戻

るというわけではなく、空き地の管理のような話になってきますね。

それらは市街地の記述の中で展開されているから、空き地等の有効

利用とか、広場利用とか、緑地としての利用といった文言になって

きますので、そこを農地という感じでもないので先程の発言は撤回

します。  

 

事務局   今後とも、都市として縮退する部分の課題は考えていかなければ

ならないと思います。  

 

Ｄ委員   広域調整の「広域」に関しては、県のほうで拠点を一回出された

ということは、大変重要だと思います。今回出した拠点をネットワ

ーク化する。ネットワーク化する観点から、拠点の機能をより適切

に発揮させるために、文言を詳しくしてもらったほうがいいなと回

答を伺って思いました。  

 

事務局   最後のネットワークの話ですが、実は、佐々木委員長にもご尽力

いただいている、山梨県バス交通ネットワーク再生計画の中で地域

バス路線の検討会という取組みを県内６圏域にわたって行っており
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ます。前回も出席して、都市のほうでも集約していく拠点、地区拠

点を今後、マスタープランで明示していきますので、これと連携す

るバス路線をぜひ検討してもらいたいということで、国、県、市町

村、そして民間の事業者等、集まる中で話をして参りました。マス

タープランの素案等できれば、今年度もバス路線検討会に行き、拠

点とバスネットワークの連携等について話をしたいと考えておりま

す。  

 

委員長   よろしいでしょうか。そのほか、いかがでしょうか。  

 

Ｅ委員   まず資料１の９ページですが、「今後の森林として管理すること

が適当であると認められる土地については、森林とするなどして、

森林としての適切な整備・保全を図る」とあります。この「適当で

ある」と認められるボーダーラインというのは、各市町村で決める

のか、それとも県のほうで統一して決めていくのかという質問が１

つ目です。あと、先ほどＤ先生が言ったことと重なるかもしれない

が、参考資料１の候補地をみると、用途地域の欄のところで結構市

街化調整区域や白地地域、もしくは都市計画区域外というところが

多いです。そのとなりの欄で、企業立地の重点促進区域であるとか、

特定機能補強地区というように、市町村のほうで位置づけていると

いうことで、それぞれの市町村の方が準備されているとは思います

が、この全部の資料を通じて、例えば、無秩序な開発であるとか、

災害についてのことが言われているが、この資料で候補地となって

いるところはハザードマップ内ではないのか。そういったチェック

もした上で計画をしてもらいたいというように感じました。以上２

点です。  

 

委員長   ありがとうございます。ただいまご意見いただきました。  

 

事務局   まず、資料１の９ページです。少し説明が足りなかったかもしれ

ないので補足をします。今後森林として管理することが適当である

と認められる土地ということで、一つは農政サイドのほうで、荒廃

農地というものがあった時に、農地として戻せるか、もしくは、非

農地化していくかという２つの選び方があると思います。非農地化

していくほうについて、その判断基準として一つとしては、既に森

林の用を呈しているようなところは非農地化していくという考えが

あるようです。農地から外れてしまうと、例えば、雑種地などにな

ってしまうと、規制等が無くなってしまいます。このため農政サイ

ドからすると、森林として適正に管理してもらいたいという考えが

あります。森林・共生地域のところで、「現況が森林化している」と

か、「今後森林として管理することが適当であると認められる」と記

述があるのは、森林側としてもすべてを森林として再生するのは困

難との考えがあるからです。非農地にあたっては、森林サイドの意
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思も必要ということで、この部分については、農政と森林サイドが

調整した中で対応してする、もちろん、所有者の意思というのが当

然あるので、そこも入れながら、官と民で話をする中で決めていく

という考え方で記述しております。  

      もう一つ、産業拠点は、おっしゃるとおりで、先ほどの工業系の

土地利用のところには、資料３の中に、防災面の配慮というのを書

いておりますが、産業拠点については実際に場所が決まっています。

この参考というところに、ハザードの関係を入れることも検討した

いと思います。その上で評価のところに必要なものがあれば、加え

たいと考えます。あと、白地地域とか調整区域が多いということで

すが、白地については、この参考の農工団地という、農工法で取り

組んでいる工業団地等が多くみられます。都市として、用途地域を

指定し誘導していく以外にも、このような手法で整備されたところ

があることも理解してもらえればと考えています。  

 

Ｅ委員   森林自体が山梨の場合はすごく多いので、手が入らないところが

多いのに、大丈夫かなと感じていたので質問させてもらった。また、

白地地域の工場立地の状況などについては、良くわかりました。  

 

委員長   そのほか、いかがでしょうか。  

 

Ａ委員   かなり全体がまとまってきたと思います。それで、市民向けや住

民向けにも、これから説明に入る時に、何が一番大事なのか、どれ

を見せれば一番わかりやすいのかというと、資料１の 10ページ、 11

ページではないか。これが目指すべき都市構造です、というように

して見せるのかと思います。一番大事なものを全資料の中から選べ

と言われたら、この 10ページ、 11ページかなと思います。しかし、

そうなった時に、 10ページ、 11ページだけで、住民にわかるように

なっていないといけないと思っていて、この拠点が何なのかという

凡例の説明が無い。例えば、今日の議論になった産業拠点候補地な

どというのは、産業拠点候補地の資料を読まないと、産業拠点候補

地が何かわからないような状況である。それぞれの凡例が、この図

だけを見てわかるようになっていないとまずいというように思って

います。  

      その流れの中で、少し話しは戻りますが、先ほどＣ先生が指摘さ

れた点は、その通りだと思っていて、あともう少しで、産業拠点候

補地になるのではないか、というところこそ、産業拠点候補地と表

記すべきではないかと思います。ここに書かれている産業拠点候補

地の中には、既に産業拠点である所、これから候補地になるかなと

いう所の両方入っていると思います。例えば、それを既にあるもの

は産業拠点と書けば、それは説明がなくても誰でもわかる用語です。

産業拠点候補地のほうに説明を加えてあげるような、そういう整理

の仕方になるのかと思っています。  
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      シンプルに、ここで出た成果が住民にわかるように言葉が集約さ

れていかないとまずいかなと思います。そこは少しエネルギーをか

けたほうがいいと思っています。  

      あと、これはこの委員会に対するコメントではありませんが、参

考資料３の産業拠点のやまなし未来ものづくり推進計画の中身で気

になったことが２点あります。この促進区域はどこなのかというこ

とを参考資料３の地図で見ていたが、どこにも促進区域はここだと

いうことは書いていません。凡例を見ても書いていない。もう一度

資料をよく見ると、左側の「促進区域」というところで、実は山梨

県全域であると書いてあり、右側の図で、色が抜いてあるところを

除外しているということなのかと思いました。その理解が違ってい

れば指摘を下さい。それと、もしそれが事実だとすれば、「すべて促

進する」ということは、「すべて促進しない」ということと同じなの

で、この計画大丈夫ですか、というコメントになります。  

      あと一番下の計画期間のところに、計画同意の日から平成34年度

末日までと書いてありますが、計画同意は得られたのか、という質

問です。本委員会とは関係ないことですが、若干気になったのでコ

メントしました。  

 

委員長   ありがとうございます。  

 

事務局   まず資料１は、Ａ先生が言われたように、拠点の機能分担や連携

を私達も見せたいと考えています。やはり凡例の説明がないと伝わ

らないですね。先ほど言われたように、エネルギーをかけたいと考

えます。  

      やまなし未来ものづくり推進計画については、計画同意は平成29

年９月となっています。  

 

Ａ委員   （計画同意の作業は）終わっている？  

 

事務局   終わっています。ただ、この時は、先ほど先生が言ったように、

促進区域ということで、右の図の色がついたところを除いた全県域

になっています。現在、重点促進区域という土地利用調整が必要な

地区を含む区域について、企業立地・支援課と具体的な調整をして

おり、その結果と産業拠点が整合しているような形で整理をしてい

るところがあります。今年度中には、その重点促進区域を明示する

ということですので、さらに詳しい計画になっていくと思われます。  

 

委員長   よろしいでしょうか。そのほかいかがでしょうか。  

 

Ｆ委員   一言お願いします。  

      人口減少社会になっていくということと、地方の税収が下がって

いるというのは全国一緒だと思っていますが、その中で、甲府など
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見ていると、郊外に住宅地がどんどん増えて、郊外のショッピング

センターも随分増えてきていて、あれだけ過剰になって大丈夫なの

かなと。それと相反して、スポンジ化というか、町中の空き家がど

んどん増えている。ここに書いてある目指すべき県土構造の検討の

１番ですが、「無秩序な市街地の拡散を抑制する」と簡単に書いてあ

るが、実は抑制されていない。もっと強い文言で、もう絶対させな

いぐらいのものがないと変わらないのではないか。人口減少で税収

も上がらない中で、割と呑気に行政が行われているような気がして

います。出来れば何か、コンパクトシティになるためのアクセルを

吹かしたような方向の文言が使えないかなと。「無秩序な市街地の拡

散を抑制する」というのは昔から言っていることであって、実際に

抑制されていない。スポンジ化も進み、段々と甲府の町中もひどく

なっているということで、それを色々な法律も出てくるでしょうか

ら、具体的にこのスポンジ化を止めるような文言があると、コンパ

クトシティに早くなっていくのかなと思います。そうしないと税金

は無くなり、大変なことになるのではないかと気になります。そこ

ら辺のところはどうですか。  

 

委員長   事務局のほうでいかがでしょうか。  

 

事務局   Ｆ先生、ありがとうございます。おっしゃるとおり、なかなかマ

スタープランに方針が示されていても、未だ郊外の開発が進んでい

るような状況が、この委員会の中でも資料として示されているとこ

ろです。今回のマスタープランについては、市町村に、新しい都市

計画制度である立地適正化計画を作成し、どこに都市機能、居住を

誘導していくかということに取り組んでもらいたいと思っています。

その立地適正化計画の作成を支援できるよう、この委員会において

地区拠点、いわゆる誘導していく区域はどういったところなのか、

ということを、県が広域の見地から検討し、市町村と調整を図り決

めましたので、今度の新しいマスタープランは、非常に実効力があ

る階層性をもった拠点を皆さんに示せると思います。市町村が立地

適正化計画を作成することによって、先ほどは触れませんでしたが、

都市再生特別措置法の改正で創設された、様々な諸制度も誘導区域

の中で活用できることとなっております。まずは立地適正化計画を

作成していただき、誘導区域を決定することにより、郊外の開発を

抑えていただきたいと思います。こうした取組みにより、このマス

タープランの実効性が、より高まると考えますので、説明会等でも

伝えていきたいところです。  

      それから、このマスタープラン自身も、今までは策定したままの

ところがありました。今後は、先ほどのＰＤＣＡのサイクルを構築

して、必要があればマイナーチェンジ等を行っていけるような、実

行力のあるマスタープランにしたいと考えております。皆さんから

ご尽力いただいた計画が実現できるよう、我々も努力をして参りま
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す。また、表現など変え、伝える事をより強く記述するようことに

ついても、素案の中でさらに検討していきたいと思います。  

 

委員長   よろしいでしょうか。そのほか、いかがでしょうか。  

 

Ｃ委員   今、Ｆ委員が言ったように、やはり都市のスポンジ化であるとか、

人口減少とか、そういう問題があると思います。この資料でいくと、

第３の 14ページ。市街地開発事業の方針というところで、新市街地

の開発というのがあり、その下の記載内容に「用途地域の指定のな

い区域となれば、新たな市街地の形成を目的とする市街地開発事業

は、人口減少社会における市街地の拡散を抑制するために、原則と

して行わない」とある。ここで言う市街地開発事業というのは、民

間の市街地開発やミニ開発など色々とあるが、ここでいうのはどの

ような範囲を言っているのか。それと、白地の問題等については触

れていないが、都市計画区域外の問題もあり、そのあたりを強く言

うかどうかということと、実行性をどういうように書くかなどなか

なか難しいところもあるかと思う。市町村は、発展を望んでいるの

で、企業の立地、あるいは、住宅の開発をある程度希望していると

ころもある。今、地方創生で、人口増やせと言っている中で、住宅

地を増やしたほうが、産業の区域を増やすよりも人口が増えるのが

実情である。先ほどの調整の問題も含めて、どのように書くかとい

うところで、例外規定のようなものや、どういう表現をしていくか

というところが気になっているところ。私も正解を示すことは難し

いが、この辺の表現をもう少し柔軟にしたほうがいいのかもしれな

い。  

      それと、10年先ぐらいまでは、人口はずっと減少するということ

なので、その人口減少を踏まえてここをどうするかというのは、や

はり全国的な都市計画の問題だと思っている。これは回答というか、

どのように考えるかも難しい問題なので、またゆっくり考えてもら

えればと思っている。  

      それともう１つ、バスの件で、最近のニュースで、福岡市は、運

転手不足のために幹線バスの本数を少し減らしている。人口減少問

題というのが、色々なところに及んでいて、公共交通の問題にも飛

び火している。例えばバスがこのような状況だそうだが、鉄道はど

のような状況なのか。  

例えば、イギリスへ行くと、鉄道員はインドの人が凄く多い。

外国人を入れてきてやっているところは、昔からそんな感じ。移民

の方をすごく入れてやっていたが、日本の場合の鉄道にしても、将

来このまま維持されるのか、という前提が非常に難しいと思ってい

る。これも答えはだせないが、暗黙の前提としては、今の状況が続

くということだろう。将来はどうなるか、これも予測が難しいが、

そういうことも考えて、多少含みを持たせた表現で交通の問題も考

るべきかもしれないが、そのあたりの表現は難しいかもしれない。
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だけど、 10年、 20年経つと、相当大きな問題になってくるのではな

いか、という気もするから、そのあたりは、計画に反映させるまで

は書けないのかもしれないが、何か留意事項みたいなことをどこか

入れておいてもいいのかという感じがしました。  

 

委員長   何点かご意見ということですけれども、よろしいですか。  

 

事務局   確かに、先生がおっしゃるように様々な技術革新が進む中で、20

年後を見ながら 10年間の土地利用等を書くのがマスタープランにな

ると思います。答えになるかわかりませんが、先ほどのマネジメン

トサイクルを回していくというところが重要なのかなと思います。

円滑性とか、マスタープランの実行性、プランニングなので、そう

いったところがＣ先生の話を聞く中で、重要なのかというところで

す。そういったところを、今の時点だと感じていますので、素案の

中で、どこまで反映できるのかわかりませんが、やはりマネジメン

トサイクルを重視してやっていくということを書き取り組んでいき

たいと思います。  

 

委員長   ＰＤＣＡのところはそうですね。ビジョンと現実が乖離するとこ

ろをＰＤＣＡでマネジメントして、修正せざるを得ないということ

ですね。  

      あとはいかがでしょうか。  

 

Ｆ委員   各市町村は、人口を増やしたいけれども増えていない。ここら辺

のところは、具体的に 10年後、 20年後、 30年後のその地域の人口は

こうなりますというデータがあるわけで、どんなに家をつくっても、

人が増えないということを市町村に知らしめることが、まず一つあ

ると思います。それから、地方自治体の今後の税収についても、 10

年後、 20年後、 30年後はどうなるのか、そういうことを市町村に認

識させないと、行政が立てた計画と現実が違う方向にいってしまう。

地方行政に対しての人口の変化を認識してもらうことと、地方自治

体の予算がどうなっていくのかというデータもあるのではないかと

思うので、そこら辺を含めて、地方自治体に問題提起をしていかな

ければならないと思います。  

 

委員長   いかがでしょうか。  

 

事務局   やはり委員会の中でも、市町村が出していた人口ビジョンと社人

研のデータを比較した資料を、見せたこともあります。Ｄ先生の話

にもありましたが、財政状況も厳しい中、下水道事業どうするのか。

償還でほとんど終わってしまうような話もあるので、都市計画マス

タープランの全体構成の中では、近年の社会情勢、課題等のところ

で、強く書いていくということだと思います。また、説明会等の中
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でも、そういったことを伝えていく必要があるのではないかと思っ

ています。  

 

委員長   今、指摘をもらって私も気になっているところは、資料３の19ペ

ージで拠点の定例的指標例の話が書いてあるところですが、もう少

しここに、例えば、税収や都市経営コストのようなものを指標にで

きるといいと思っています。経済の状況や産業等に応じて、税収と

いうのは変わってくると思うので、本来の都市計画の範囲から外れ

るのかもしれないが、そういったところも含めて、きちんとＰＤＣ

Ａという目標と、どのように都市計画から都市経営に関してアプロ

ーチができるかというところを検討いただければと思います。  

      その他にいかがでしょうか。  

 

Ｆ委員   資料３の12ページの公共交通のことについて、先日報道に出まし

たように、ＪＲの特急の停車駅も、あずさについては甲府しか停ま

りませんというような発表もありました。特急の停車する駅という

のが、とても少なくなるということで、この 12ページには、リニア

駅を中心とした観光交流ネットワークの形成とあるが、リニア駅ば

かりでなく、甲府駅とリニア駅を中心として、それを地方の市町村

等を結ぶ公共交通というのを充実させていかないと、色々な経済的

な波及効果が限られるようになってしまう危険性があるかなと考え

ています。観光ばかりではなく、仕事で東京のほうに出張など、仕

事の関係で行かなければならない人というのは多いと思う。これが

甲府に一回出てから、また自分のところに戻ってこなくてはならな

いという場合も多々出てくると思うので、それも含めて、今後の交

通機関の充実というのが必要になってくると思います。  

      やはり、山梨に今から鉄道を増やすというわけにはいかないので、

このバス交通ネットワーク再生計画というのがとても重要になって

くるんですが、バス交通を移動手段として選択するには、運賃が少

し高過ぎるというような問題があるので、この金額の問題をこれか

らどうしていったらいいのか。そういうようなバスの交通が普通に

通勤などで使えるような交通機関になっていくように、考えていか

なければならないと感じています。  

 

委員長   ご指摘いただいた点に対して、コメントがございましたらお願い

します。  

 

事務局   交通政策課のほうでも、やはりバス交通ネットワークの再生計画

で、空白地帯を洗い出したり、そういったところに新しい路線の必

要性を示したり、都市の拠点や交通結節点と連携して、どういった

ところを通ればいいのかなという話をしております。それと合わせ

て、どうやってバスの利用促進をしていくかということを検討して

おります。そういった取り組みの中で、金額も含めてだと思います
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が、バスの利用をしなければならないとかするべきだとか、そうい

う方向になっていくと良いと。甲府市なども最近取り組んでもらっ

ているので、そういった機運が高まると良いのではないかと個人的

には思っております。ＪＲのほうもそうですが、観光という話もあ

りますが生活面で特急がなくなってしまうと、非常に大変だなと考

えています。ますます公共交通機関として、バス交通が大事なので

はないか。交通政策課にも、バスの利用促進の話は、よく話をして

みます。  

 

委員長   私からもコメントですが、いわゆるバスの交通ネットワークが使

いやすいような都市構造にするという話は一つあるのかなと。公共

交通が使いやすい都市構造というのを考えるというのは、どこかに

入れておいてもいいのかなと思います。やはり、立地適正化計画だ

とは思いますが、そういったことは、公共交通にも配慮していると

いう話は示すべきかと思います。ご指摘のとおり、バスはちょっと

高いというのも、そもそも利用者が少ないから高いということにな

るので、それは都市構造的に公共交通が使いにくいという状況もあ

ると思います。拠点の連携といった話もありましたが、交通側のバ

ス交通ネットワーク再生計画と都市計画側の立地適正化計画や地域

公共交通網形成計画などと連携を図ってもらいたいと思います。  

      その他によろしいでしょうか。  

 

Ａ委員   資料３の10ページのところ、リニア駅の防災対応ですが、個人的

に、この委員会に入らせていただいた最初から、非常に気になって

いるところです。実は、前任地が岡山大学で、今回、西日本の洪水

が起きた倉敷市の真備町の都市計画と、それと高梁川の治水計画の

両方の委員をやっていました。あそこは、あと２年ぐらいすると、

河川事業でバイパスの河川ができて、あんなことは起こらなかった

んですが、時間的に間に合わなかった。なので、ああいうことをも

う二度と起こしたくないと思い、そういう意味でのコメントです。

幸いここはまだ市街化調整区域です。倉敷市の真備町は、最初から

市街化区域で人が住んでいたのです。ただ、こちらは国土計画上、

非常に重要なポイントになるということで、向こうは普通の住宅地

だったということです。  

      そこで確認したいのは、笛吹川、釜無川はどちらも一級河川です

よね。ということは、県の管轄ではなくて、国が洪水防御、治水対

応をしていると思います。その際、県のことを理解した上で、リニ

ア開業のタイミングに間に合うように治水対策をやってもらってい

るのか。地区計画など進んでしまって、タイミングが間に合わない

ような形で、また真備町のようなことが起こらないかなということ

を心配しています。本当に災害を起こさないという意味で、動きは

どうだということの確認をしたいと思います。  
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委員長   もしお分かりでしたらお願いします。  

 

事務局   直轄河川のほうの整備が、リニアの計画に合っているかというと

ころは確認できていません。  

 

Ａ委員   それは、誰か確認する役がいないとだめだと思います。  

 

事務局   はい。ただ、そのリニア駅周辺を流れる、同じく一級河川ですが、

鎌田川と流川という河川があります。そこについては、山梨県管理

の河川です。  

 

Ａ委員   それが縦割りだと言っているのです。役所の人でなくても、どな

たでもいいので、両方みる人がいないと意味がない。それぞれ縦割

りでＯＫですとやっていると災害は起きるので、そこはどなたかが

見るようにしないといけないということです。  

 

事務局   明日にリニアの会議がある。リニア駅周辺のところをやっている、

リニア環境未来都市の推進室がありますので、そちらにも確認をし

て、防災対策と、どのぐらいこちらの整備スケジュールと調整をし

ているかというのは確認していきたいと思う。  

 

委員長   その他はいかがですか。  

 

Ｇ委員   地方分権のことで、１点、資料３の17ページですが、策定済みの

「市町村都市計画決定に係る手続きガイドライン」を追記というこ

とで、ガイドラインはここにありますか。  

 

事務局   ここにはありません。  

 

Ｇ委員   そうですか。この地方分権でいろいろな権限が自治体に与えられ

ており、住民の最も身近な行政として、主体が市町村にあるという

ことをもうちょっと強調して書いてもらえれば良いと思います。  

      手続きガイドラインを見ましたが、ガイドラインでは、自治を尊

重した上で策定されており、十分な市町村と県の意見交換のプロセ

スが設けられているので、そこを書かないのはもったいないと思い

ます。ガイドラインの分権に係るキーワード、自治体を主体とする

とか、分権改革の趣旨に沿ったとか、自治のガイドラインの解釈に

ついては、自治体の意思を尊重していくとか。そういった文言があ

ると、実際に細かい点で権限の対立が生じた時、その解釈や文言を

踏まえて、解釈上の運用で、地方分権の趣旨に叶うようにすること

ができると思うので、そこの文言を工夫してもらえたらと思います。  

      もう１点ですが、毎回どの委員も言われるのがバスの利用促進で

す。今回、担当課の方はいますか。  
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事務局   今はおりません。  

 

Ｇ委員   そうですか。毎回そのことをどの委員も要請していると思います

が、なかなか話が進まないですよね。  

      資料３の12ページのネットワーク再生計画ですが、もちろん利用

者状況を資料として出してもらっていると思いますが、山梨県の職

員の方々の利用状況というのは、調査しているのでしょうか。住民

の皆さんに伺うと、公務員の方は車を使っていて、何となく説得力

に欠けるというのがありますので、そこを含めて調査対象にすると、

公務員の方がどのくらい使うのかというのが、長い目でみて、私た

ち住民が使うことのインセンティブになっていくのかと思うので、

そこを調査対象にすることはできますか。  

 

委員長   １点目については、記載の話ですね。２点目については、県職員

の利用状況調査という話は、なかなか難しいのではと思いますが。  

 

事務局   そうですね。まず１点目は、先生が言うように地方分権都市を考

えてみると、黒い文字が多くて、赤いところが少ないので、単位に

ガイドラインを記述するのではなく、ガイドラインなどの記述をこ

の中に書き加えるように、工夫してみたいと思います。  

      バスのほうは、交通政策課にそういったデータがあるのかを確認

しなければならないと思います。企業単位とか大きな単位で使うと、

ひょっとして変わってくるかもしれない。確認をしていきたいと思

います。  

 

委員長   おっしゃるとおり、交通政策課で、企業単位等でまとめて調査し

ていることが幾つかあったと思います。それと都市計画課でもモビ

リティ・マネジメントの件で進めていると思うので、そこを整理し

てもらうということでいいですか。時間になってまいりましたが、

何かございませんか。  

 

Ｂ委員   資料２の10ページに、産業拠点候補地の分析抽出をしていただい

て、この結果が、資料１の 10ページの構造図に載ってくるというと

ころは、とても意義深い検討をしてもらっていると思います。と言

うのは、 2030年が計画目標なので、 2030年に向けた日本経済は、１

％内外の低成長が見込まれているわけですが、その中で山梨県は、

リニアの開業とか高速道路の延伸ということを背景に、産業機能を

強化する好機を迎えるということになりますから、日本経済の平均

成長率を上回る発展の可能性があるのだというところに巡り合わせ

ていると思います。それを都市計画として受け皿を明示する、応援

するという構図が示されているという意味で意義があると思います。  
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      その上で、10ページを見ていると、その新規取組地区と既存地区

という抽出をしてもらっています。新規については、都市計画的に

土地利用の転用が起きてくるので、様々な制度支援なり、規制なり

をかける必要があるという意味で、きわめて直球的な意味合いがあ

ると思います。一方既存というのは、既に工場の集積等があるとこ

ろなので、ここを都計上どうマスタープランで位置づけるのか、方

策を打つのかというところはすぐ思いつかない。一方資料３の５ペ

ージの一番下のところでは、既存工業団地等においては、機能維持

をしていくという記載があるので、意味合いとしては、機能維持だ

ということは分かります。  

      ただ、その意味合いをもうちょっと深く理解する必要があると思

っています。恐らく既存工業団地というのは、ＩｏＴ社会や、第４

次産業革命などという産業革命期においては、今後、種々の転換が

進む可能性がある拠点とも見ることができるだろうと。悲観的にみ

れば、衰退も含めて起きるかもしれません。そうすると、既存の拠

点の中では、生産ラインの改築や、新たなラインの増築・拡張、あ

るいは工場として使われていたが、Ｒ＆Ｄに転換するという機能転

換とか、そういうことが起きる、あるいは、起こしたいという需要

が起きる可能性があった時には、これを阻んでは維持できないとい

うことだと思うので、それを促していく手だてが、どう位置づけら

れるかというところが重要だと思います。それを含めた記述になっ

ていくと、さらに充実するということを思いました。具体的な提案

ではなく、意見になります。  

 

委員長   ありがとうございます。いかがですか。  

 

事務局   おっしゃるとおり、既存のところについては、既に拠点となって

いるところであったり、集積しているところに丸をつけて位置を示

したりと。当然、方針とすると維持していこうという考えはあるが、

都市としてどのような手法でやっていくのかというのは当然あると

思うので、ここは我々も少し足りないところかなと思っています。

またちょっと素案の作成まで考えていきたいと思っているので、今

後ともよろしくお願いしたいと思います。  

 

委員長   そのほか、いかがでしょうか。おおむね時間が近づいております。  

      そうしましたら、私からも、幾つか意見もありますが、まとめさ

せていただきたいと思います。  

      まず、私の質問というか、構成だけちょっと気になったところが

１点あります。資料３と資料１のところの整合性というか、少し分

かりにくいところがあります。資料１の５ページで、中西部・南部

に限らないのですけど、中西部・南部の農業・共生地域のところ、

市街化調整区域や隣接する非線引き白地地域など開発圧力の高い農

地ではこうしますというのがあるのですが、それが資料３の８ペー
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ジで、また同じような話で少し違うニュアンスで書かれているとこ

ろがあります。この辺の整合性は、一度確認したほうがいいかと思

います。この見出しの土地利用の方針も、たぶん見出しのつけ方が

違っていると思うので、確認してもらったほうがいいと思います。  

      そうすると、皆さんのご意見をいただきまして、また修正という

ような話になると思います。特に産業拠点については、色々と段階

的な評価が望ましいのではないかという、そういった方向で修正し

てもらうということになると思います。また、いただいた意見は、

実際のマスタープランを含めて、将来的に人口が大きく減っていく

ということや、そうは言っても、産業も含め税収というのは、必ず

しも下がるというわけでもないところもある。そういったところを

きちんとマネジメントできるような形、経済を発展させつつ、その

人口減少の中で、そういったことがどうできるかというところにも、

都市計画の県土づくりというのがかかってくると思うので、そうい

ったところがクリアにわかることが望ましいと思います。  

      Ａ委員からも指摘があった、最後は県民の方々にお知らせすると

いうことが、この先のスケジュールかと思います。この計画はこう

いう目的で、どういうようなものでという説明だけでなく、このま

までは県は縮退するので、どうやって発展させていくか。現実的に

なかなかコンパクトにまとまっていかないですとか、公共交通の利

用者も相変わらず少なくなっているとか。ただ、実は公共交通の利

用者は少し増えています。特にインバウンドにおいて、とある地域

は８割がインバウンドの需要に公共交通が使われているという状況

だから、そういう意味では、ちょっと増えています。そういった特

殊要因を踏まえて、公共交通のところの現実なども理解しながら、

今後計画をどうやって具体的に反映していくかは、住民説明会が非

常に重要になってくると思います。そういったところに向けて、こ

の資料の分かりやすいつくり方を少し考えてもらえるといいと思い

ます。  

      Ｃ先生の指摘にあった、様々な郊外の開発ニーズがあるというこ

とに対して、どう答えられるかということも含め、検討してもらえ

れば、最終的な方針と進め方のＰＤＣＡのところに関わってくると

思いますので、そういう中に少し記述があると望ましいと思います。

そういったことによって、各市町村が立地適正化計画を作成するに

あたっても考えやすくなってくると思います。  

      そうすると、皆さんからいただいた意見を踏まえ、また少し修正

ということになると思うので、本日は特に何を決めるということは

ありません。意見を踏まえ、ブラッシュアップを事務局でよろしく

お願いいたします。  

 

事務局   ありがとうございます。  
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司会    数多くの貴重なご意見、ご指摘をいただきました。どうもありが

とうございます。本日のご意見・ご指摘を、今後、最終の作業にな

りますが、参考にさせていただきます。今後ともよろしくお願いい

たします。  

      なお、本日の議事録につきまして、後日、委員の皆様に送付させ

ていただきますので、お手数でございますが、内容の確認をよろし

くお願いいたします。また、次回、第７回のマスタープラン委員会

でございますが、年明けの１月２１日の開催を予定しておりますの

で、改めまして、また文書でご案内申し上げます。よろしくお願い

いたします。  

      最後に、そのほか、マスタープラン委員会に関することで、ご意

見、ご質問等ありますか。－－よろしいですか。  

      それでは、以上をもちまして、第６回マスタープラン委員会を終

了させていただきます。今年も１年間、大変お世話になりました。

また来年も引き続き、ご支援、ご指導をよろしくお願いいたします。  

 

                                     

以上  

 


